
第１回東浦町職員採用試験案内 

（令和６年中途採用・令和７年４月１日採用） 

【事務職（大卒・経験者・障がいを有する方・情報）・技術職（大卒・経験者）・保健師・

保育士（短大卒・大卒・経験者）】 

 

１ 職種、採用予定人員等 

職 種 
採用予定

人 員 
受 験 資 格 

事務職 

５名程度 

平成 10 年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業又は令

和７年３月卒業見込みの方 

事務職 

（経験） 

昭和 49 年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業し、正

規社員として実務経験が３年以上ある方 

事務職 

（障がいを 

有する方） 

若干名 

次のいずれにも該当する方 

① 昭和 49 年４月２日以降に生まれた方で、短期大学等若しくは

大学を卒業又は令和７年３月卒業見込みの方 

② 身体障害者手帳、療育手帳（愛護手帳）又は精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている方 

事務職 

（情報） 
若干名 

次のいずれかに該当する方 

① 平成６年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業若しくは令

和７年３月卒業見込みの方で、別表に記載する情報処理技術

者試験又は情報処理安全確保支援士試験のうち、いずれか

の試験に合格している方 

② 昭和 49 年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業し、民間

企業等で正規社員として以下の職種の実務経験が２年以上あ

る方 

ＩＴコンサルタント、システムエンジニア、ネットワークエンジニア、

セキュリティエンジニア、プロジェクトマネージャ、セールスエンジ

ニア、ウェブデザイナー、DTP・CGデザイナー等 

技術職 

（大卒） 

５名程度 

平成 10 年４月２日以降に生まれた方で、大学の土木課程若

しくは建築課程を卒業又は令和７年３月卒業見込みの方 

技術職 

（経験

者） 

昭和 49 年４月２日以降に生まれた方で、大学の土木課程又は

建築課程を卒業し、正規社員として関連の民間企業等で実務経

験が３年以上ある方 

保健師 若干名 

昭和 49 年４月２日以降に生まれた方で、短期大学等又は大

学を卒業し、保健師資格を取得した方又は令和７年３月卒業

見込みで、保健師資格を取得見込みの方 

保育士 

10 名程度 

昭和 54 年４月２日以降に生まれた方で、短期大学等若しく

は大学を卒業し、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得

した方又は令和７年３月卒業見込みで、保育士資格と幼稚園

教諭免許の両方を取得見込みの方 

保育士 

（経験

者） 

昭和 49 年４月２日以降に生まれた方で、短期大学等又は大

学を卒業し、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を取得して

いること。また、正規社員として保育士の実務経験が３年以

上ある方 

 

 

 



【別表】 

（１）基本情報技術者試験 （７）データベーススペシャリスト試験 

（２）応用情報技術者試験 （８）エンベデッドシステムスペシャリスト試験 

（３）ＩＴストラテジスト試験 （９）ＩＴサービスマネージャ試験 

（４）システムアーキテクト試験 （10）システム監査技術者試験 

（５）プロジェクトマネージャ試験 （11）情報処理安全確保支援士試験 

（６）ネットワークスペシャリスト試験  

 

※複数の職種を併せて受験することはできません。また、受付後の職種の変更はできません。 

※新卒者対象と経験者対象のいずれの受験資格にも該当する方は、経験者枠で受験してくださ

い。 

※「正規社員」とは、民間企業等の正社員、団体等の正職員（常勤勤務の雇用でアルバイト、 

パート、派遣、ボランティア等は除く。）とします。なお、常勤勤務とは、概ね１日の勤務時

間が７時間 45 分かつ１週間の勤務時間が 38 時間 45 分で、１ヶ月の勤務日数が平均 20 日以

上の勤務形態をいいます。 

※「実務経験」は、令和６年４月１日現在で同一事業所内における就業期間が常勤勤務で３年

以上（事務職（情報）②に該当する場合は２年以上）ある方が該当します。なお、育児休業

等で休んでいた期間は除きます。 

※「短期大学等」には専修学校の専門課程を含みます（「専修学校の専門課程」とは、文部科

学大臣により専門士の称号を付与される課程のことをいいます。）。 

  ※地方公務員法第１６条に定められている欠落条項に該当する人は、受験できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 受験申込手続 

申
込
方
法 

一次試験予約後インターネット（ホームページ）より申込みを行ってくだ

さい。 

 

※写真は上半身、脱帽、６か月以内のものを添付してください。 

※令和６年５月７日（火）午後５時までには申し込みを完了させてください。 

※期日までに申し込みが完了していない場合は受験不可となります。 

一
次
試
験
予
約 

１ 予約期間 

令和６年４月１５日（月）～令和６年５月２日（木） 

（土曜日・日曜日及び祝日を除きます。） 

 

２ 予約受付時間 

午前８時３０分～正午及び午後１時～午後５時１５分 

（水曜日は午後７時１５分まで） 

 

３ 予約方法 

電話及び役場秘書人事課窓口で予約をしてください。 

 

４ 試験時間 

次の①②③のいずれかになります。 

① 午前９時～正午（受付時間：午前８時３０分～午前８時５０分） 

② 午後１時３０分～午後４時３０分（受付時間：午後１時～午後１時２０分） 

③ 午後３時３０分～午後６時３０分（受付時間：午後３時～午後３時２０分） 

 

※受付時間を過ぎた場合は失格となります。 

※一次試験は事前予約制とします。 

※ご希望の時間帯に予約を受け付けられないことがあります。予めご了承くだ

さい。（土日については時間を指定させていただきます。） 

※人数が上限に達した場合受験できない可能性があります。 

受
付 

場
所 

東浦町役場 企画政策部 秘書人事課 人事係 （本庁舎２階） 

※ 注意事項 
（１）卒業(見込)証明書及び資格取得(見込)証明書については、第３次試験受験時に提出してい

ただきます。 
（２）提出書類は、一切返却しません。なお、提出書類は採用試験に関する事務及び内定者につ

いては採用後に関する事務にのみ使用し、他の目的には使用しません。 
（３）受験票は、受付時に交付します。 

（４）障がいを有する方の受験については、障害の程度に応じた配慮をしますので申込み時にご

相談ください。 

（５）前職歴がある方については、内定後に職務経験内容等の確認のため、職歴を証明する書類

（職歴証明書等）を提出していただきます。 

（６）自家用車による来庁も可能ですが、公共交通機関の運休及び遅延以外を理由とした遅刻は

失格となりますので、お時間には余裕をもってお越しください。 

（７）同一年度内に２回以上の受験はできません。 

 

 

 



３ 試験日、会場及び合格発表 

試験内容 日    時 場  所 
合否

発表 

１
次 

適性

検査 

・ 

個人 

面接 

５月１１日（土）～５月１４日（火） 

東浦町役場 

※西庁舎へお

越しください。 

５月 

下旬 

試験時間は①②③のいずれかになります。 

① 午前９時～正午 

（受付時間：午前８時３０分～午前８時５０分） 

② 午後１時３０分～午後４時３０分 

（受付時間：午後１時～午後１時２０分） 

③ 午後３時３０分～午後６時３０分 

（受付時間：午後３時～午後３時２０分） 

 

※人物重視で選考するため、第１次試験では、面接試験の

なかで 1分以内の自己ＰＲをしていただきます。ＰＲの

方法は問いませんので、自由にアピールしてください。 

※受付時間を過ぎた場合は失格となります。 

※事務職（情報）受験者は、試験後に DX 推進課職員との

面談を受けていただきます。 

持 ち 物 

① 本人確認書類 

② 学業成績証明書 

③ 障がいを有する方は身体障害者手帳、療育手帳（愛護

手帳）又は精神障害者保健福祉手帳の写し 

④ 筆記用具（ＨＢ鉛筆、消しゴム） 

２
次 

実技 
６月２０日（木）又は６月２１日（金） 

第１次試験

合格者へ別

途通知 

７月 

上旬 

詳細は後日連絡（保育士のみ） 

集団 

試験

等 

６月２２日（土）又は６月２３日（日） 

詳細は後日連絡（保育士以外） 

３
次 

個人 

面接 

７月２０日（土）又は７月２１日（日） 第２次試験

合格者へ別

途通知 

８月 

中旬 詳細は後日連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 面接・筆記試験等の内容 

 

 

１次 ２次 ３次 

個人面接 適性検査 専門 集団試験 実技 個人面接 

事務職 

（大卒） 
○ ○ － ○ － ○ 

事務職 

（経験） 
○ ○ － ○ － ○ 

事務職 

（障がいを有する方） 
○ ○ － ○ － ○ 

事務職 

（情報） 
○ ○ － ○ － ○ 

技術職 ○ ○ 
○土木 
○建築 

○ － ○ 

技術職 

（経験者） 
○ ○ 

○土木 
○建築 

○ － ○ 

保健師 〇 〇 － 〇 － 〇 

保育士 ○ ○ 〇 － － ○ 

保育士 

（経験者） 
○ ○ 〇 － － ○ 

※土木課程卒業者は土木試験を受験し、建築課程卒業者は建築試験を受験していただきます。 

 

５ 専門試験の内容 

科 目 程 度 出 題 分 野 

専

門 

土 木 大学 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土

木計画（都市計画を含む。）、材料、施工 

建 築 大学 

数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、 

建築構造、建築計画（都市計画、建築法規を含む。）、 

建築設備、建築施工 

 

６ 採用予定日  

令和６年度途中採用、令和７年４月１日 

 

７ 給与（令和６年４月１日現在） 

職   種 給 与 月 額 備   考 

事務職・保健師・技術職・保育士

（大卒） 
約２０８，０００円 大卒初任給 

保育士（短大卒） 約１９０，０００円 短大卒初任給 

※ 地域手当を含みます。また、上記以外に通勤手当、扶養手当、住居手当等が条件に応じて

支給され、６月、１２月には期末・勤勉手当が支給されます。 

 ※ 経験者及び職歴等がある場合は、一定の加算があります。 

※ 給与制度の改正等により変更することがあります。 

※ 修学年数により変更することがあります。 

 

 

 

 



８ 勤務時間 

  午前８時３０分～午後５時１５分 

  （勤務場所によって異なる場合があります。） 

 

９ 休日・休暇 

（１）休日 

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（勤務場所によって異なる場合があります。） 

（２）年次休暇 

   １年度につき２０日（年度途中採用の方は採用日によって異なります。） 

（３）特別休暇 

   結婚、忌引、出産、夏季休暇等 

 

10 勤務場所 

東浦町役場、保健センター、勤労福祉会館、文化センター、各コミュニティセンター等 

 

11 福利厚生 

社会保険（健康保険・年金）として、愛知県都市職員共済組合に加入しています。その他、

職員互助会が給付事業、福利厚生事業、貸付事業を行っています。 

 

12 その他の注意事項 

（１）受験資格の有無、提出書類の記載事項に不正があったときは、合格を取り消す場合があり

ます。 

（２）資格要件で必要な資格免許が採用日までに取得できないときは、採用されません。 

（３）天候不良等により試験日程を変更する場合には、試験前日までに東浦町ホームページにて

発表します。 

【職員採用試験に関する連絡及び問い合わせ先】 

  〒４７０－２１９２  東浦町大字緒川字政所２０番地 

東浦町役場 企画政策部秘書人事課人事係（本庁舎２階） 

電話０５６２－８３－３１１１  

東浦町ホームページアドレス 

  http://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/ 

 



 


